
（別紙2）
交付条件等に関する誓約書（松戸市新規会社開設登録免許税補助金）

· 下記の条件を確認し、承諾する場合は、□にチェックを付してください。

以下の項目には該当しません。
□私（当社）は市税の滞納はありません。
□暴力団もしくは暴力団員又は警察当局から排除要請のある者は、運営に関与していません
□無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第5条第1項に規定する観察処分を受けている団体又は当該団体に属する者は、運営に関与していません。
□風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業性風俗関連特殊営業の事業ではありません。
□宗教活動又は政治活動を目的としている事業ではありません。
□在庫を保有しない転売を主たる内容とする事業ではありません。
□連鎖販売取引(適法でないものを除く)、ネガティブ・オプション（送り付け販売）、催眠商法、霊感商法等な、公的資金の助成先として適切でない事業ではありません。
□税負担もしくは社会保険料負担の軽減を目的とする事業ではありません。
□公序良俗に反する事業ではありません。

　（注意事項）
□交付決定日以降に定款の認証、法人開設を実施してください。
□法人開設の際には、松戸市から交付を受けた経済産業省関係産業競争力強化法施行規則（平成２６年経済産業省令第１号）第７条第１項の規定による証明に関する申請書を法務局に提出してください。
□法人開設にかかる領収書は実績報告時に提出が必要です。

・上記記載事項及び申請内容に虚偽はなく、申請要件を満たしていることを誓約いたします。また、本申請に基づき証明すべき事実について、確認が必要となった場合、庁内関係部署、国、千葉県または千葉県警察本部等関係機関に照会することに承諾します。
・本給付金の対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、給付金を返還することに応じます。
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